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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（山根啓志君）  ただいまの出席議員は１８名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから平成２６年第１回江田島市議会定例会

２日目を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  議案第４０号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１、議案第４０号「平成２５年度江田島市一般会計補

正予算（第５号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  改めまして、おはようございます。 

昨日に続きましての定例会２日目でございますが、大変ご苦労さまでございます。

また市民の皆様には、早朝から傍聴にお越しいただきまして、心からお礼を申し上げま

す。 

それでは、ただいま上程されました議案第４０号「平成２５年度江田島市一般会計

補正予算（第５号）」でございます。 

平成２５年度江田島市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億１９３万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６０億３，０５４万７，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

繰越明許費。 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

債務負担行為の補正。 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は「第３表 債務負担行為補正」による。 

地方債の補正。 

第４条 地方債の追加、廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  平成２５年度江田島市一般会計補正予算第５号につきま

して、歳入歳出予算補正予算事項別明細書で説明いたします。 



- 93 - 

事項別明細書の４０、４１ページをお願いいたします。 

最初に歳入からです。 

１款市税、１項市民税、１目個人は、所得割の減などによる減額補正です。 

２項、１目固定資産税は、償却資産の増による増額補正でございます。 

８款、１項、１目国有提供施設等所在市町村助成交付金は、額の確定による減額補

正でございます。 

１０款、１項、１目地方交付税は、普通交付税の交付見込みに伴う、増額補正です。 

１３款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料は、火葬場の火葬数の増に

伴う葬祭センター使用料の増額補正です。 

４２、４３ページをお願いいたします。 

２項手数料、３目衛生手数料は、し尿搬入量の減に伴う、し尿投入手数料の減額補

正、不燃ごみ投入手数料の増額補正です。 

６項消防手数料は、特定屋外タンク溶接部検査２基分の減に伴う、保安検査手数料

の減額補正です。 

１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は、障害者自立支援給

付費の増に伴う、障害者自立支援給付費負担金などの増額補正です。 

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金で安心生活創造事業

に対する補助金が、国庫補助金から県補助金に変更となったため、セーフティーネット

支援対策事業等事業費補助金を減額補正いたしております。 

４４、４５ページをお願いいたします。 

また、障害者福祉費補助金で地域生活支援事業補助金などの減額、児童福祉費補助

金では、補助金の国庫補助金と県補助金の相互の移行に伴う所要の補正を行っておりま

す。 

４目土木費国庫補助金は、道路橋りょう費補助金及び港湾費補助金で国の１号補正

に伴う、社会資本整備総合交付金の増額補正を、住宅費補助金で事業費の減に伴う減額

補正を行っています。 

５目教育費国庫補助金は、小学校費補助金が国の１号補正に伴いまして、学校施設

環境改善交付金の増額補正がありました。 

１５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金は、障害者自立支援給付費の

増に伴う、障害者自立支援給付費負担金などの増額補正です。 

４６、４７ページをお願いいたします。 

２項県補助金、１目総務費県補助金は、県のバス運行対策費補助金交付要綱の改正

に伴いまして、生活交通体系再編支援事業補助金の減額補正を行っております。 

２目民生費県補助金は、社会福祉補助金で安心生活創造事業に対する補助金が、国

庫補助金から県補助金に変更となったため、緊急雇用対策基金補助金を増額補正いたし

ております。 

４８、４９ページをお願いいたします。 

３目衛生費県補助金から、８目教育費県補助金までは、事業の実績見込みに伴う減

額補正です。 



- 94 - 

３項委託金、１目総務費委託金は、参議院議員、県知事及び広島海区漁業調整委員

会委員の選挙委託金の減額補正です。 

１６款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金は、財政調整基金及びふ

るさと応援基金の預金利子を増額補正いたしております。 

５０、５１ページをお願いいたします。 

２項財産売払収入、１目不動産売払収入は、６月及び９月補正予算でそれぞれ計上

しました、旧津久茂小学校及び津久茂老人集会所の売却額決定に伴う減額補正です。 

２目物品売払収入は、石山採石契約に伴う増額補正です。 

１７款１項寄附金、２目指定寄附金は、ふるさと寄附金の増額、石山採石契約に基

づく緑化指定寄附金の増額補正です。 

１８款繰入金、１項特別会計繰入金、２目住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金

は、特別会計の補正に伴う繰入金の増額補正です。 

２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は、当初予算において財源不足を補うた

め計上していましたが、繰り入れの見込みがないため、全額を減額補正いたしておりま

す。 

５２、５３ページをお願いいたします。 

２目ふるさと創生基金繰入金、４目地域振興基金繰入金及び５目小用地区開発事業

基金繰入金は、充当事業の補正に伴う減額補正です。 

１９款１項１目繰越金は、前年度繰越金の増額補正です。 

２０款諸収入、６項雑入、３目給食事業収入は、学校給食費の収入見込みに伴う減

額補正です。 

４目雑入は、臨時職員及び嘱託職員に係る保険料個人徴収金の減額、自治総合セン

ター助成金などの減額補正です。 

５目過年度収入は、前年度事業実績に基づく障害者自立支援給付費、国・県負担金

などの精算追加交付による増額補正でございます。 

５４、５５ページをお願いいたします。 

２１款１項市債、２目衛生債は、呉市一般廃棄物最終処分場整備負担金に係る一般

廃棄物処理事業債の減額補正、し尿処理施設更新整備事業に係る一般単独事業債、これ

は合併特例債ですが、の減額補正です。 

３目農林水産業債は、県事業負担金の補正に伴う公共事業等債の増額補正、一般単

独事業債、これは合併特例債です、の減額補正です。 

４目土木債は都市計画債で、過疎対策事業債、下水道事業整備事業費の減額補正、

住宅債で公営住宅建設事業債の減額補正を行っております。 

５目教育債は、中学校債で能美中学校新築事業に係る地方債を過疎対策事業債から

一般単独事業債、これは合併特例債ですが、に変更しています。 

また小学校債では、国の１号補正に伴う小学校施設耐震補強工事等に係る一般単独

事業債、合併特例債の増額、追加補正を行っております。 

続いて歳出でございます。 

今回の際に、歳出予算、歳出補正予算の主な内容は、事務・事業の執行見込みに伴
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う不用額や、工事請負費等の入札執行残の減額補正を各費目に当たって計上いたしてお

ります。 

また、国の１号補正に伴い、８款土木費、２項道路橋りょう費、同款４項港湾費、

１０款教育費の２項小学校費で、事業費の追加計上しております。 

人件費につきましては、職員給与費、職員手当等、共済費で実績見込みによる精算

減額補正を、各款項目において計上いたしております。 

それでは、人件費関係を除く主な補正について説明いたします。 

５６、５７ページをお願いいたします。 

１款１項１目議会費は、議員定数の減に伴う議員報酬等、及び旅費の減額補正です。 

５８、５９ページをお願いいたします。 

２款総務費１項総務管理費７目企画費は、生活交通維持対策事業費が、県のバス運

行対策費補助金交付要綱の改正に伴いまして、第３種生活交通路線維持費補助金の減額、

まちづくり推進事業費が、実施予定団体の減に伴うコミュニティ助成事業補助金などの

減額補正です。 

８目情報政策費は、執行見込みに伴う委託料などの減額補正でございます。 

６０、６１ページをお願いいたします。 

１４目集会所施設費は、沖美ふれあいセンター電気設備修繕料の増額補正です。 

１７目災害支援費は、宮城県気仙沼市に対する災害支援にかかる経費の減額補正で

す。 

６２、６３ページをお願いいたします。 

２項徴税費、２目賦課徴収費は、執行見込みに伴う委託料の減額、航空写真セット

アップ業務委託料の増額補正です。 

続いて、４項選挙費の２目参議院議員選挙費から、６９ページにかけましての３目

県知事選挙費、４目市議会議員選挙費及び５目広島海区漁業調整委員会委員選挙費は、

精算に伴う減額補正でございます。 

飛びまして、６８、６９ページをお願いいたします。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、国民健康保険特別会計の補

正に伴う繰出金の減額補正でございます。 

２目障害者福祉費は、障害者自立支援事業費が、サービス費の見込みに伴う扶助費

の増額、法改正に伴うシステム改修委託料の増額補正です。 

７０、７１ページをお願いいたします。 

３目老人福祉費は、老人保護措置費委託料の減額、介護保険（保険事業勘定）特別

会計の補正に伴う繰出金の減額補正です。 

４目後期高齢者医療費は、後期高齢者医療特別会計の補正に伴う繰出金の減額、額

の確定に伴う療養給付費負担金の増額補正です。 

７２、７３ページをお願いいたします。 

２項児童福祉費、２目児童措置費は、実績見込みに伴う児童手当の減額補正です。 

３目保育園費は、私立保育園への広域入所の減に伴う、広域入所委託料の減額補正

などです。 
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７４、７５ページをお願いいたします。 

３項生活保護費、１目生活保護総務費は、前年度事業実績に伴う国庫補助金の返還

金の増額補正です。 

７６、７７ページをお願いいたします。 

２目扶助費は、前年度事業実績に伴う生活保護費等国庫負担金の返還の増額補正で

ございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費は、予防接種者数の減に伴う予防接種委

託料の減額、また、子宮頸がん等ワクチン予防接種委託料の減額補正でございます。 

３目母子保健費は、財源更正を行っております。 

４目健康増進費は、健診受診者の減に伴う、健康診査委託料の減額補正です。 

７８、７９ページをお願いいたします。 

６目環境衛生費は、各種業務委託料の減額補正、住宅用太陽光発電システム等普及

啓発促進事業補助金などの減額補正、国庫補助返還金の増額補正です。 

２項清掃費、４目塵芥処理費は、家庭一般廃棄物収集運搬事業費が、ごみ焼却処理

業務委託料などの減額補正です。 

８０、８１ページをお願いいたします。 

また、呉市一般廃棄物最終処分場整備負担金が、負担金の確定に伴いまして減額補

正いたしております。 

３目浄化センター管理費は、前処理施設の場内整備工事委託の増額、工事請負費の

減額、国庫補助返還金の増額補正です。 

８２、８３ページをお願いいたします。 

５款労働費、１項労働諸費、１目労働対策費は、臨時職員賃金、特産品の魅力づく

り事業委託料の減額補正です。 

６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費は、農業ハウス設備事業補助金、

有害鳥獣防除用施設設置事業補助金などの減額補正です。 

４目農村整備費は、換地業務委託料の減額、農地造成調査委託料の増額、畑総整備

事業県営負担金の減額、海岸保全事業県負担金の増額補正などです。 

８４、８５ページをお願いいたします。 

５目下水道事業費は、下水道事業会計、農業集落排水事業の方なんですが、補正に

伴う繰出金の減額補正です。 

２項林業費、２目治山事業費は、ひろしまの森づくり事業費の実績見込みに伴う減

額補正です。 

８６、８７ページをお願いいたします。 

３項水産業費、２目水産業振興費は、海に親しむ事業費補助金などの減額補正です。 

７款１項商工費、２目商工業振興費は、市商工業等振興資金補助金の減額補正です。 

３目観光費は、ショートステイ（体験）ツアー業務委託料の減額補正です。 

８８、８９ページをお願いいたします。 

８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は、地域開発事業特別会計の補正に

伴う繰出金の減額補正です。 
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２項道路橋りょう費、２目道路新設改良費は、国の１号補正に伴う市道の改良工事、

橋りょう補修工事などの増額補正です。 

９０、９１ページをお願いいたします。 

３項河川費、１目河川維持改良費は、特定防衛調整交付金事業費の事業費精算に伴

う減額補正です。 

４項港湾費、１目港湾管理費は、国の１号補正に伴う市内港湾施設長寿命化計画等

設計委託料の増額補正です。 

５項都市計画費、２目下水道事業費は、下水道事業会計、こちらの方は公共下水道

及び特定環境保全公共下水道事業の補正に伴う繰出金の減額補正でございます。 

９２、９３ページをお願いいたします。 

６項住宅費、３目住宅建設費は、西の浜新住宅改修事業などの事業費の精査に伴う

減額補正です。 

９４、９５ページをお願いいたします。 

９款１項消防費、１目常備消防費は、特定屋外タンク溶接部検査２基分の減に伴う

特定屋外タンク貯蔵所保安検査審査委託料の減額補正です。 

２目非常備消防費は、消防団退職報償金の増額補正でございます。 

９６、９７ページをお願いいたします。 

１０款教育費、１項教育総務費、３目教育振興費は、機器リース料の減額、各種補

助金の実績見込みに伴う減額補正です。 

２項小学校費、１目学校管理費は、市費講師賃金の減額、国の１号補正に伴いまし

て、鹿川小学校屋内運動場耐震補強・大規模改修工事の増額補正を行っております。 

９８、９９ページをお願いいたします。 

３項中学校費、１目学校管理費は、市費講師賃金の減額補正です。 

１００、１０１ページをお願いいたします。 

５項保健体育費、３目学校給食費は、臨時調理員賃金の減額、賄材料費などの減額

補正です。 

１２款１項公債費、１目元金は、償還見込みに伴う減額補正です。 

１０２、１０３ページをお願いいたします。 

２目利子は、償還見込みに伴う減額補正です。 

１３款諸支出金、１項基金費、１目財政調整基金は、前年度決算剰余金の２分の１、

この金額が２億５，３１３万９，０００円を積み立てるほか、今回の補正予算における

剰余金３億８，１８４万３，０００円、利子分３０万円を合わせまして、６億３，５２

８万２，０００円を追加で財政調整基金に積み立てるものでございます。 

この結果、財政調整基金の年度末現在高見込みは４１億５，１４２万４，０００円

となり、減債基金と合わせた財政調整基金的な基金は、５０億８，９５８万５，０００

円となる見込みでございます。 

８目黒神島環境保全基金費は、緑化寄附金の積み立てによる増額補正です。 

１７目ふるさと応援基金は、ふるさと寄附金の積み立て及び利子分の積み立てによ

る増額補正です。 
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なお、１０４、１０５ページに給与費明細書、１０６、１０７ページに、継続費の

支出予定額、事業の進捗状況等に関する調書、１０８ページに債務負担行為の支出予定

額等調書、１０９ページに地方債の見込みに関する調書をお示しいたしております。 

予算書７ページにお戻りください。 

第２表、繰越明許費です。 

国の１号補正に伴い、事業や、翌年度にまたがる事業など１２事業で、繰り越しの

お願いをいたしております。 

なお、国の１号補正に関連した繰越事業は、障害者自立支援事業、道路改良事業、

港湾維持管理事業運営事業、小学校施設整備事業の４事業でございます。 

次に８ページ、第３表、債務負担行為補正です。 

追加といたしまして、ＬＧＷＡＮサービス提供装置保守委託料外７件を、お願いい

たしております。 

なお、４月からの消費税増税に伴い、既定の限度額が不足する事項につきましては、

消費税増税分のみの追加を行っており、それぞれの事項の下段に、括弧書きで平成２６

年４月消費税増税分と記しております。 

また変更といたしまして、ＩＴ資産管理システム保守業務委託料外５件をお願いい

たしております。 

次に、９ページと１０ページをお願いいたします。 

第４表、地方債補正です。 

追加といたしまして、一般単独事業債の合併特例事業で、国の１号補正に伴う小学

校整備事業（国１号補正）を、能美中学校新築事業の起債替えとして、中学校整備事業

の計２件をお願いいたしております。 

廃止といたしまして、過疎対策事業債で能美中学校新築事業の起債替えとして、中

学校整備事業債をお願いいたしております。 

１０ページをお願いいたします。 

変更といたしまして、公共事業等債で、海岸保全施設整備事業、海岸保全事業県負

担金（海岸分）、公営住宅建設事業債、一般廃棄物対策事業債で一般廃棄物処理施設整

備事業、一般単独事業債の合併特例債事業で、し尿処理施設整備事業、農業農村整備事

業（畑総整備事業県営負担金）、過疎対策事業債で下水道整備事業の計６件をお願いい

たしております。 

以上で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５億１９３万９，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１６０億３，０５４万７０００円とす

る、一般会計補正予算（第５号）の説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  ７ページの繰越明許費についてお伺いします。 

本来、予算は単年度で、事情があって繰り越しするわけでございますが、今、説明
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がありました国の１号補助を受けた分についてはわかったんですが、それ以外ですね、

２款の総務費、総務管理費、３款の民生費、児童福祉費等、今回の国の補助以外のとこ

ろについて、具体的な理由をお尋ねします。 

それからもう一つ、これも説明があったんですが、５１ページの物品売払収入で、

石の売払収入が１，２９０万１，０００円計上しておるんですが、これ聞き逃したんか

もわからんのですが、具体的に教えていただいたらと思うんですが、以上、よろしくお

願いします。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  それでは、繰越明許費の土木建築分につきまして御

説明申し上げます。 

まずですね、７ページのその表の８款、１項の土木管理費でございます。 

これにつきましては、地域開発事業特別会計の繰出金でございますが、小用港ので

すね、ウシイシ地区の埋立工事を今、県に委託して実施しております。 

その工事の中でですね、不測の時間を要しておりまして、工事が遅れております。 

その関係で、繰り越しとなったものでございます。 

それから道路橋りょう費、そこに１億１８０万円ございますが、補正を除く関係で

は２，６８０万円が、その該当になります。 

その内訳はですね、江南交差点を県が今工事を行っておりまして、それに関係して、

本市も江南２号道路改良工事を行っております。 

その江南２号道路改良工事につきましては、県の工事と進捗の調整を図ってやらな

ければいけない工事なんですけども、県の工事の方でですね、潮まわしを埋立てて工事

を行っておりますが、これに不測の時間を要して工事が遅れております。 

その影響で、本市の工事も遅れることとなっております。 

それからもう一つ道路の関係では、三高にあります三高橋の橋りょう補修工事がご

ざいます。 

これは、設計の関係で、橋の高さが上がることがございまして、それで、周辺の道

路とのすりつけの関係があって、地元との調整で時間を要しておりまして、これも繰り

越しをさしていただくことになりました。 

それから、河川費が１，０４０万円ございます。 

これにつきましては、江南排水路改良工事ということで、これは先ほど御説明いた

しました江南２号線道路改良工事と一緒に工事をやっておりますので、県の工事に伴っ

て繰り越しをさせていただくというものでございます。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  沼田産業部長。 

○産業部長（沼田英士君）  繰越明許費の説明で、農林水産業費のところの６款の１

項の農業費、畑地総合整備事業、畑総整備事業県営負担金でございますけども、市の方

の負担金、県の工事の市の負担金が２０％でございます。 

道路工約５００メーター分の負担金として１，８６０万を計上させていただいてお

ります。 
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それと、海岸整備事業、海岸保全事業県負担金でございます。 

これは堤防工約１００メーター分をですね、市の方の負担金としては１０％の負担

をしなきゃいけないということで２６２万８，０００円、これを計上させていただいて

おります。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  川地福祉保健部長。 

○福祉保健部長(川地俊二君)  それでは民生費関係ですけども、３款民生費、１項

の社会福祉費の障害者自立支援事業でございますけれども、これは法改正、障害者支援

法が改正に伴いまして、システム改修が必要だったんですけども、このシステム改修の

内容がまだ国から示されてないので、１００万円ほど繰り越しさせていただくというも

のでございます。 

その下の児童福祉費の保育園管理運営事業、これにつきましても、システム改修で

ございますが、子ども子育て制度に基づくシステム改修が必要となったんですけども、

その詳細がまだ国から示されてないので、システム改修が遅れて繰越明許とさしていた

だいてます。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  繰越明許費の総務費の防災事業関係の説明をさせていた

だきます。 

国の災害対策基本法の修正に伴いまして、県の地域防災計画の修正が今年度中に行

われる予定でございましたが、国の指針発表が遅れておりまして、県の修正作業も遅れ

ておるということで、本市の地域防災計画に変更がちょっと時間がかかるということで、

翌年度へ繰り越しをさせていただきたいということで、、これが２６４万６，０００円。 

それとあともう１点、江南交差点の排水路整備工事に伴いまして、消火栓の移設工

事を予定いたしております。 

そちらの方の工事が延期されるいうことで、延長されとるいうことで、来年度に消

火栓の工事を繰り越しさせていただくということでございます。 

それとあと１点、財産収入の石売払収入でございますが、こちらの方は、大黒神島

の採石、ここは市有地なんですが、三つの採石業者の方と契約を結びまして、石の採石

を、業者が石の採石をしております。 

契約の更新がございまして、石材の量がふえましたので、その分を今回増額いたし

ております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  浜村市民生活部長。 

○市民生活部長(浜村晴司君)  繰越明許費の４款衛生費なんですけれども、昨年の

７月に日本下水道事業団と前処理施設場内整備の工事委託を契約をいたしましたが、契

約の不調がありまして、当初３月に完成予定でありましたが、５月末に工期が延びまし

たので、その関係でございます。 

以上です。 
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○議長（山根啓志君）  ９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  大体内容はわかりました。 

それで、河川費の江南排水路改良工事でございますが、これは調整防衛の調整交付

金を充当するんじゃないかと思うんですが、そうでよろしいですか。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  はい、そのとおりです。 

○議長（山根啓志君）  ９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  調整交付金いうのは、通常、単年度でやるいうことで、明許

繰越は認めていただいてないというように思うわけですが、これは明許繰越はふさわし

くない、これを明許繰越するならば、調整交付金は、他の事業に充てなさいということ

になりゃせんかと思うんですが、それはいいとしましてね、ちょっと研究してもらいた

い思うんですが。 

この明許繰越につきまして、理由、概要いうのが、全くこれにはわからないし、説

明もないわけです。 

その中で審議をしなさいというのは、ちょっと乱暴なことではないかのいうように

私は感じます。 

それで、参考資料でもいいですから、この明許繰越についての理由、概要等示して

いただきたいなあ思うんです。 

というのは、今度報告を、この明許報告は、６月の議会に出して、ああ報告したら

もう終わりなんですよね。 

その中身を全く審議がされることが難しいということで、一つ要望になるかと思い

ますが、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  ８ページの債務負担行為の変更があるんですが、光回線整

備事業補助金、これ確か２億円じゃったんが１億４００万に減額されて、来年度の予算

もこのようになっとるんですが、この理由。 

それから、７５ページに広域入所委託料、使用料及び賃貸料で、これで５３０万、

多分利用する人が減ったけえじゃと思うんですがその理由。 

７７ページに、子宮頸がんの予防の減額があるんですが、今子宮頸がんはいろいろ

問題があるんで、それでなっとるんかなあと、その辺の理由を。 

７９ページに、ごみ焼却処理業務委託料が減額になっとるんですが、江田島市内の

ごみが減って減額になっとるんなら喜ばしいことなんではあるんですが、この理由。 

８３ページに、緊急雇用創出事業いうんがあるんですが、これが約４００万ほど減

額になっていますが、利用する人がいなかったんか、そういう事業が途中で終わったん

か。 

続いて８９ページ、ここに地域開発事業特別会計繰出金が５，３００万円の減額に

なっとるんですが、この理由と。 
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９１ページに、下水道事業への繰出金があるんですが、これも減額なっとるわけな

んですが、さっきなんか説明はちょろっとしよったんですが、ようわからんかったんで

すが詳しく。 

９７ページに教育費の中で、心の元気を育てる地域支援事業補助金というのが３９

万円ほどですが、あるんですが、これも減額になっとるし、ふるさと実感事業補助金も

３０万ほど、微々たるもんではあるんですが、減額になった詳しい理由を。 

１０１ページに学校給食費のとこで、臨時調理員の賃金が１，２００万ほど減額に

なっていますが、調理員の募集は、たびたび放送はされておりますが、あまりにも労働

条件がきついもんで辞める人が多いんで、減額になるんかその辺を詳しく。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  ８ページの債務負担行為補正の変更の光回線整備事業補

助金の変更の部分になるんですが、光回線交付金の額が４億４５０万と決定いたしまし

た。 

今年度進捗がかなり進んでおりまして、一応今年度３億円を一応業者に払うという

ことで、あと残りの１億４５０万円を２６年度で払うということで変更させていただい

ております。 

以上です。 

一応、ことしの２６年の８月には全市内で光回線が整備される予定になっておりま

す。 

○議長（山根啓志君）  沼田産業部長。 

○産業部長（沼田英士君）  ８３ページの緊急雇用創出事業費の減額の内容でござい

ます。 

これは、主には草刈り隊とかいった臨時職員の経費でございまして、年間を通して

雇用したり辞められたりいうことで、延べ五、六名の方で、今、採用したり辞められた

ということで推移しております。 

現時点では、今１名の方が従事されております。 

ということで、３月までの整理といたしまして、この金額を減額させていただいて

おります。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  川地福祉保健部長。 

○福祉保健部長（川地俊二君）  ７５ページの上の方、広域入所委託料５３０万円の

減でございます。 

この内容は、江田島市の住民が他市の保育園へ入園する場合に委託料として他市の

方へ払うわけですけども、見込みより申込者数が少なかったいうことで減額させていた

だきました。 

それと７７ページの、子宮頸がん等ワクチン接種委託料の３９８万５，０００円の

減、これは議員仰せのとおり、去年の６月子宮頸がんの予防接種を接種した段階で、痛

みといろいろでてきたということで接種を控えるようにという通達が出てきましたので、
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接種を控えた結果、減額ということでございます。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  それでは、８９ページのですね、地域開発事業特別

会計繰出金の減額理由でございます。 

これはもともと小用地区の埋立工事のものでございますが、１億１，０００万で予

算をつけていただいておりました。 

これを県に委託をする関係で、事業費の精査で、県との契約額９，３００万ぐらい

になったんですけども、そこでまず、事業費の精査でもってお金が下がりました。 

それから、工事の請負残とかですね、工程の少し遅れがございまして、工事の一部

を翌年度にやることにしたことで、工事費が減ったというような関係でここの５，３５

０万円の減というふうになっております。 

それから、９１ページ、１番下でございますが、下水道事業会計繰出金でございま

す。 

これは下水道会計の方で、今年度、管きょの整備とか、それから業務の委託、そう

いったようなことをやっておりますが、それの精査に伴いましての減額補正でございま

す。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  浜村市民生活部長。 

○市民生活部長(浜村晴司君)  ７９ページの家庭一般廃棄物収集運搬事業費の減額

のことなんですけども、これは呉のクリーンセンターへの委託料ですけれども、当初予

算措置するときに、委託料の額については、呉市の方が算定をいたしまして、その算定

に基づいて予算計上するんですけれども、このたび精算見込みで、呉市の方から金額が

示されましたが、それ当初と精算とに大きな違いがありましたので、その差額分を今回

減額したものです。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  横手教育次長。 

○教育次長(横手重男君)  それでは、９７ページの事業について御説明します。 

心の元気を育てる地域支援事業の補助金につきましては、当初、県の補助金をいた

だいて、江田島中学校を指定しようと思っていましたけど、指定がちょっとできなかっ

た関係で減額をさせていただいてます。 

次に、ふるさと実感事業の補助金につきましては、市内の小・中学校１２校に対し

て、ふるさと実感事業の補助金を申請額に応じて、このたびの実績見込みをおいて、そ

の不用額を減額させていただいております。 

次に、１０１ページの給食センター管理運営事業費の中の賃金でございますが、３

調理場ございます。 

その中で今、臨時職員を３９名本来ならば予定しておったわけなんですけど、実質

はですね、３６名ということで、３名の欠員になっております。 

その関係でですね、臨時調理員賃金等をですね、減額をさせていただいております。 
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以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  １１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  何点か質問というか、確認というか説明していただきたい

んですけども、５５ページのですね、中学校の整備事業で、一般単独事業債からすみま

せん。 

そうですね、過疎対策事業債から一般単独事業債、いわゆる合併特例債を利用とい

うことで、これはおそらく起債のメリットがあるから変更したと思うんですけども、変

更してどれぐらいのメリットがあるのか、額においてですね、メリットがあるのかどう

か数字を教えていただきたいと思います。 

それと５９ページなんですけども、７目企画費ですよね、まちづくり推進事業費と

いうことで、先ほどの御説明では実施団体の減ということなんですけども、当初見込み

が何団体で、今回最終的には何団体であったのかというところを説明していただきたい

と思います。 

それと、それの上なんですけども、生活交通維持対策事業費ということで、県の要

綱が変更になったということなんですけれども、どういうことが変更になったのか詳し

く説明したければと思います。 

それと、７１ページの老人福祉費で、老人集会所の工事されておりますが、こちら

の方が、どういった地域の、どういったことの工事だったのかというところをお示しく

ださい。 

それと先ほど、片平議員の方から、８ページのですね、光回線の整備事業補助金と

いうことで、質問ありますけども、当初市の方が、民間事業者の方に補助金方式として

光回線整備ということで、おそらく加入実績に応じて、江田島市のですね補助金の額が

変動すると思うんですよ。 

そういった意味で、今実際ですね、この今現時点で民間事業者さんへの補助金総額

ですね、おそらくこれは民間事業者の総事業費の５５％ぐらい補助金としてお支払いす

ると思うんですが、現時点での見込み、補助金額総額を教えてください。 

○議長（山根啓志君）  川地福祉保健部長。 

○福祉保健部長（川地俊二君）  ７１ページの老人集会所等管理運営事業費の工事請

負費の６８０万の残、内訳ということですけども、これは中町老人集会所を解体した費

用の入札残ということで御理解ください。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  まず、光回線の方なんですが、現時点では４億４５０万

円です、現時点では。 

それと、総務費の企画費の中の交通の関係のバスの関係になるんですが、これまで

ですね、県支出金で、生活交通体系再編支援事業補助金という制度を活用して、市の方

が、補助金を県の方からいただいておりました。 

その補助金の交付要綱が改正されまして、これまで、国庫補助金対象路線及び黒字

路線を除いた路線は、すべて補助対象になっておりました。 
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新たに広域生活交通路線制度という制度が一つ立ち上がりまして、この制度とかで

すね、これまで収益率が０．１％以上のものが対象じゃったんですが、これが収益率が

１５％以上というような率が上がりまして、最終的にですね、２６系統がこれまで補助

対象であったものが、７系統にまで落ちました。 

ということで、当初予定いたしておりました１，２８５万２，０００円が路線の減

によりまして、２７６万１，０００円というような減額になったいうことがございます。 

それとあともう１点、新たにですね、広域生活交通路線確保維持補助金という補助

金が創設されまして、これが、補助対象が緩和になりまして、直接江田島バスの方に入

るんですが、県の方から５９０万円、これが２分の１補助になるんですが、ほいで、こ

れに市が５９０万プラスして、その部分が、また、それにかわるものとして、バスの方

に補助が行くような形になっております。 

それとあと、もう１点、まちづくり団体支援補助金の関係なんですが、これは交付

要綱に基づいてですね、申請があった協議会の方から、補助金を出しとるんですが、ち

ょっと今手元に幾ら申請があったかというのが、手持ちがありませんので、また後ほど

回答させていただければと思います。 

申し訳ありません。 

あともう１点、先ほどの新しい制度で８路線、これは８路線が新たに今の、ですか

ら、最終的には、７路線と８路線で１５路線は補助対象の制度が受けられる路線なんで

すが、２６路線からそれだけの路線に変わっておるということが減額の主なものでござ

います。 

ちょっと金額的なものがちょっと今把握、申し訳ありません。 

算定ができていないんですが、これは、過疎対策事業債がですね、枠がございまし

て、その枠の以上になりますと受けられないということで、合併特例債の方に組み替え

したいうような経緯じゃないか思います。 

過疎債につきましては、事業費の１００％の起債対象になって、その７０％が交付

税バックがあるんですが、合併特例債は９５％が、事業費の９５％対象になりまして、

７０％の起債対象となりますので、その５％分の減額になる、交付税が償還分が減って

くるような形になるという意味じゃないかと思うんですが。 

はい、以上です。 

○議長（山根啓志君）  １１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  今、質問いただくのもう一度すみません。 

まだちょっと私が理解できないところとちょっと加えての質問させていただきます。 

まず、８ページの先ほどの光回線ということで、今現状で４億４５０万円を民間事

業者の方に補助をするということであります。 

私、この事業に関して、ちょっとすいません私の認識不足じゃったら申し訳ござい

ませんが、加入者、当初見込みの光回線の加入者の増減に応じて、市の方の補助金額も

上下するというふうに認識なんですけども、これでよかったかどうかいうところをちょ

っと教えてください。 

というのがですね、いろいろ今、ＮＴＴさんが今やられておりますけども、いろい
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ろ地域で今加入の契約申込み戸別訪問されております。 

その中で、要は、契約件数がどれどれしかじかで、我々にとっても有利なんだ、そ

うでないんだっていうなことも言ってたんで、私もどういうんですかね、これから光回

線ぜひともを島内全域なったときには利用者をふやしていきたいなという思いもあって、

市がこれだけ、要は皆さんのために頑張ってしていただく事業なんですというところも

ちょっと説明したいところもあって、その部分教えてください。 

要は、加入者がふえればふえるほど例えば江田島市の補助金の額が減るとかですね、

そういうのがもしあれば、もしそうだったような気がするんですが、そこちょっと確認

したいので、そこの説明をお願いいたします。 

それと、先ほどの生活航路交通維持対策、５９ページの分なんですけどね、結局は、

県の要綱が変更になって、これまでは県が補助したものが一部江田島市の市の負担がふ

えるという認識でよろしいんですかね。 

要は要綱が変更になって、補助金どういうんですか、第３種の分が１，２００万円

減になりましたと、一方で、広域生活交通路線の確保維持費補助金が創設されましたと

緩和されましたと、そこで５９０万と。 

先ほど総務部長の話では、市の方も５９０万というふうなことの答弁だったと思い

ますんで、そこら辺を確認させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  暫時休憩とします。 

（休憩 １１時００分） 

（再開 １１時０１分） 

○議長（山根啓志君）  休憩を解いて、会議を再開いたします。 

亀田企画振興課長。 

○企画振興課長（亀田浩司君）  すみません、今胡子議員の御質問についてでござい

ます。 

まず、ＮＴＴとの契約の件ですけれども、胡子議員の方からは加入者の増減で上下

するような契約になっているのかという御質問だったと思いますが、そういう契約は結

んでおりません。 

今回減額補正をしておりますのは、当初５億円ということで事業費の方を補助額の

方を見込んでおりました。 

その際には、胡子議員おっしゃられたとおり大体５５％程度ということでしたけれ

ども、その後プロポーザルを行いまして、ＮＴＴ以外にも業者の方入ってまいりまして、

そこでＮＴＴの方から今お示してます約４億円という額で契約を結ぶという内容の提示

がございまして、約４億円の契約を結んだところでございます。 

ですから、加入者が、これはあくまでもどれくらいの加入者があるかということは、

ＮＴＴさんの方で見込まれて、当初の５億円から４億円くらいで足りるだろうという判

断をされてオファーされたとされてきたということですので、この金額は変更の方はご

ざいません。 

それから、先ほどの県の補助制度でございますけれども、これについては、議員が
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おっしゃられるとおり、市の方の負担がちょっとふえるような改正が今回県の方で行わ

れております。 

従来は、広域のところの部分についてですね、複数の市をまたぐという要件がござ

いまして、江田島市については、県の広域の補助の対象にはなっておりませんでしたが、

それについて今回、合併以前の市町をまたげば対象に含まれるというようなことで、従

前の補助対象のところから、その一部のところがですね、広域の方の補助の制度に行き

まして、また、短い路線については、先ほど総務部長からありましたが、７系統ですか、

については従前の制度の適用を受けるということになっております。 

ただ、トータルで合わせますと、市の方の負担がふえるような改正が行われたこと

は事実でございます。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  １１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  わかりました。 

そうしましたら、今この江田島バスというのも江田島市の交通の問題については本

当に特別委員会もありますし、すごく重要なバスでありますんで、今回、２６年度の予

算もありますんで、予算委員会の分科会には、こちらの方の変更等のですね、細かな資

料を提出いただくようお願いしまして、終わります。 

○議長（山根啓志君）  暫時休憩とします。 

（休憩 １１時０５分） 

（再開 １１時０５分） 

○議長（山根啓志君）  休憩を解いて、会議を再開いたします。 

ほかに質疑はありませんか。 

２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  １点だけ確認をさしてください。 

先ほど繰越明許費の中で、三高橋の繰越理由を箱田部長の方から話されたんですが、

私が聞いた理由とですね、今部長が説明された理由がちょっと変わっておりますので、

そこらあたりの真意というか、ところをお聞かせください。 

私が聞いておるのはですね、地元の折衝が、例えば今部長の説明では、橋りょうの

高さが当初より５０センチ上がるから、地元のまわりのすりつけの説明とか折衝が遅れ

たから、繰り越すんですよということがありましたが、私が聞いておるのはですね、そ

この、いわゆるコンサルでそのいわゆる設計か計算かどこかわかりませんが、そういう

ミスがあって、橋りょうの製作に移れないということを聞いております。 

その関係で、これは繰り越しをせざるを得んのだということを聞いておりますんで、

ちょっとやっぱり地元に対する説明がですね、変わってきますので、もし今の部長の説

明であるとですね、そこらあたりをお願いします。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  すいません、説明不足で申し訳ございません。 

今、酒永議員おっしゃいました橋りょうの今回設計をした際にですね、調査が少し

不足しているということで、橋りょうの上部工の製作が遅れたというのもございます。 
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実際先ほど私も申し上げました地元との調整に時間を要したのもあります。 

説明が不足しておりまして、申し訳ございませんでした。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

○議長（山根啓志君）  暫時休憩とします。 

１１時２０分まで休憩します。 

（休憩 １１時０８分） 

（再開 １１時２０分） 

○議長（山根啓志君）  休憩を解いて、会議を再開いたします。 

土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  先ほどの胡子議員さんからの企画費のまちづくり団体支

援補助金の関係の部分なんですが、これは、まちづくり協議会を設立した団体に対して

支援する補助金でございますが、今年度の実績がなかったということで、落としており

ます。 

あともう１点、その上のコミュニティ助成事業補助金につきましては、自治総合セ

ンターからこれは補助金を助成をいただいて、地域で太鼓とかを音響施設とか祭のそう

いったやぐらとかそういったものを、要望があって申請を出しておるんですが、今年度

は７件申請を出しましたが、３件の採択しかございませんでしたので、今回落としてお

ります。 

以上です。 

日程第２  議案第４１号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２、議案第４１号「平成２５年度江田島市国民健康保

険特別会計補正予算額（第４号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 
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○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４１号「平成２５年度江田島

市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」でございます。 

平成２５年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出の予算の補正。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９９万４，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億２，４４４万７，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

川地福祉保健部長。 

○福祉保健部長(川地俊二君)  議案第４１号の平成２５年度江田島市国民健康保険

特別会計補正予算第４号について説明いたします。 

このたびの補正の主なものは、職員の育児休業により、職員給与費が減となり、そ

れに伴い、一般会計から繰入金を減額するものです。 

まず歳入の明細について説明します。 

事項別明細書の１１４、１１５ページをお開きください。 

第９款繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目一般会計繰入金２９９万４，０００

円の減額補正です。 

その内訳としまして、職員の育児休業による人件費分の４２０万円の減額と、事務

費分の１２０万６，０００円の増額補正です。 

この事務費の増額は、国民健康保険連合会と結んでいる国保事業報告システムのバ

ージョンアップが必要となったため、増額が必要となったものです。 

続いて歳出です。 

１１６、１１７ページをお開きください。 

第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費の２９９万４，０００円の減

額補正です。 

人件費の減額補正と第１３節委託料９７万２，０００円の増額補正は、バージョン

アップのためのものです。 

第１８節の備品購入費２３万４，０００円の増額補正は、バージョンアップに対応

したパソコンの購入が必要となったものです。 

第８款保健事業費、第１項特定健康診査等事業費、第１目特定健康診査等事業費１

６２万４，０００円の減額補正です。これは特定健康診査の受診者が、当初見込みより

少なかったため減額するものです。 

第１１款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、第３目償還金６万３，０００円

の増額補正は、平成２４年度分の財政調整交付金の精算により、返還金が生じたもので

す。 

以上で説明を終わります。 
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○議長（山根啓志君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３  議案第４２号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第３、議案第４２号「平成２５年度江田島市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４２号「平成２５年度江田島

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」でございます。 

平成２５年度江田島市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，４３５万９，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１，８６４万１，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  川地福祉保健部長。 

○福祉保健部長(川地俊二君)  議案第４２号の平成２５年度江田島市後期高齢者医

療特別会計補正予算第１号について説明いたします。 

このたびの補正は、広島県後期高齢者医療広域連合への平成２５年分の納付金が確
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定し、当初予定より減額となったので減額補正をお願いするものです。 

まず最初に歳入ですけども、事項別明細書の１２６、１２７ページをお開きくださ

い。 

第１款後期高齢者医療保険料、第１項後期高齢者医療保険料、第１目特定徴収保険

料の１，０２４万５，０００円の減額補正と、その下の第２目普通徴収保険料を８５８

万円の減額補正、これらは、決算見込みにより減額するものです。 

第４款繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目事務費繰入金２９万６，０００円の

減額補正です。これは当初事務費を一般会計からの繰り入れによる予算としておりまし

たが、特別会計内で対応することができるので減額するものです。 

第２目保険基盤安定繰入金４２８万５，０００円の減額補正。これは平成２５年分

の広域連合への納付金の額が確定したので、減額するものです。 

第５款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金９０４万７，０００円の増額補正です。 

これは平成２４年度決算により、繰越額が確定したことにより増額するものです。 

次に歳出です。 

１２８、１２９ページをお願いします。 

真ん中の表でございますけども、第２款後期高齢者医療広域連合納付金、第１項後

期高齢者医療広域連合納付金、第１目後期高齢者医療広域連合納付金２，２８４万９，

０００円の減額補正。これは、広域連合への２５年分の納付金の額が確定したことによ

り減額するものです。 

以上で説明終わります。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第４  議案第４３号 
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○議長（山根啓志君）  日程第４、議案第４３号「平成２５年度江田島市介護保険

（保険事業勘定）特別会計補正予算（第３号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４３号「平成２５年度江田島

市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第３号）」でございます。 

平成２５年度江田島市の介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１３２万２，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億４，１８７万６，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  川地福祉保健部長。 

○福祉保健部長(川地俊二君)  議案第４３号の平成２５年度江田島市介護保険（保

険事業勘定）特別会計補正予算、第３号について説明いたします。 

このたびの補正の主なものは、平成２５年度の決算見込みにより、第１号被保険者

の特別徴収保険料の増額と、平成２４年分の介護保険給付費について、国、県から追加

交付がありましたので、それを基金に積み立てるものでございます。 

初めに歳入です。 

事項別明細書の１３４、１３５ページをお願いします。 

第１款保険料、第１項介護保険料、第１目第１号被保険者特別徴収保険料８５０万

円の増額補正です。これは、決算見込みによる増額補正です。 

第３款国支出金、第１項国庫負担金、第１目介護給付費負担金５０４万３，０００

円の増額補正。それと、１番下の表でございますけども、第５款県支出金、第１項県負

担金、第１目介護給付費負担金２２３万３，０００円の増額補正。 

これらは、平成２４年分の決算額の確定により、国、県の介護給付費の負担金が追

加交付となったものでございます。 

前の表に戻っていただき、第３款国庫支出金の小計１１５万５，０００円の減額補

正、その下の第４款支払基金交付金の１２４万１，０００円の減額補正、次のページの

第５款県支出金の小計５７万７，０００円の減額補正、それから、第７款繰入金の２目

地域支援事業繰入金の５３万９，０００円の減額補正、それとその下の第３目地域支援

事業繰入金の４万２，０００円の減額補正。 

これらは、いずれも歳出の保険給付費、地域支援事業が決算見込みにより減額とな

ることに伴い、国、支払基金、県、市の費用負担が減額となるものでございます。 

その次の第４目その他一般会計繰入金でございますけれども、９０万円の減額補正、
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これは、職員の給与費と事務費の決算見込みによる減額でございます。 

次に歳出です。 

１３８、１３９ページをお願いします。 

１番下の表、第２款保険給付費、第１項介護サービス等諸費、第１目居宅介護サー

ビス給付費、５０５万円の減額補正。これは、要介護者の居宅サービスの給付実績見込

みにより、減額するものです。 

第９目居宅介護サービス計画給付費の３００万円の増額補正と、次のページの第２

款介護予防サービス計画給付費２００万円の増額補正。これらは、要介護者の居宅サー

ビス計画作成と要支援者の介護予防計画の作成費用が実績見込みにより、増額が必要と

なったものです。 

第４款基金積立金、第１項基金積立金、第１目介護給付費準備基金積立金１，６７

２万２，０００円の増額補正。これは、このたびの保険料の増額補正と、過年度分とし

て追加交付された、国、県の負担金などを基金に積み立てるものです。 

次のページの１４２、１４３ページ。 

第５款地域支援事業、第２項介護予防事業費、第１目二次予防事業費２００万円の

減額補正。これは、見込み誤りにより減額するものであります。 

第５款地域支援事業費の第２目一次予防事業費でございます。２００万円の減額補

正。これは、同様の事業へ交付金が交付されたので、これを実施し、そちらの方で実施

しましたので、こちらの一次予防事業を減額するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  お尋ねします。 

１３９ページの保険給付費が、居宅介護サービス給付費いうのが５００万円ほど。

これはですね、減ったわけ利用する人が。 

それと、この給付計画費も同じじゃろうと思うんじゃけどね、ケアマネの仕事じゃ

ないんか思うんじゃけど、この辺のことはずっと減っていきよるんか増えていきよるか、

患者というか利用者というかね。 

次のページにですね、２款の保険給付費のところに、特定入所者介護予防費いうの

があるんじゃが、この特定入所者介護予防サービスというのは具体的にどういうものか

ちょっと説明してもらいたい。 

次のページの１４２の５款は何か予算が変わったようなこと言よるんじゃがもう１

回詳しく説明してください。 

これはそれでですね、要支援者のことじゃと思うんですが、要支援１、２のことじ

ゃないかと思うんですが、具体的に今それがふえよるんか減りよるんか、どういうふう

になりよるんかいうのをちょっと具体的に御説明をよろしくお願いします。 

以上です。 
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○議長（山根啓志君）  川地福祉保健部長。 

○福祉保健部長（川地俊二君）  たくさんあったので、ちょっと飛ばすかもしれませ

んけども、まず最初、１４１ページの特定入所者介護予防サービスとはどういうものか

ということでございますけれども、これは低所得者の方で、要支援、要支援１、２の方

の短期入所サービスにおいて食費、居住費を補てんするものであります。 

それと１４３ページの一次予防事業、ほかのところにやったということなんですけ

れども、９月議会の方でインセンティブ事業ということで交付金が交付されました。 

そちらの方で事業を実施したと。 

こちらの一次予防事業というものがですね、６５歳以上の元気なお年寄りを対象に

したすべての事業ということで予防事業ということで実施しております。 

それに見合う同様の事業として交付金が交付されたので、そちらのほうで実施した

と。そのために、こちらの方を事業を減額したということでございます。 

それと１３９ページの居宅介護サービス給付費が５０５万円の減額ということにな

った理由と、サービスを利用する人が少なくなったのかということですけれども、これ

にはいろんな事業がありますので、トータル的なもので１１億ほど組んでます。 

その中の一部が残になったと。 

最大限を予算を組まさしてもらって、事業がその分だけそこまでいかなかったとい

うことでございます。 

それと要支援者、要介護の人たちの増減ということですけども、微増でございます。 

まず参考までに２６年の１１月１日現在、要支援１の方の合計が５３０人、認定を

受けてる方がですね。 

それと、要介護１から５の認定を受けてる方が１，４４６名、合計１，９７６名の

方が認定を受けてらっしゃいます。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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日程第５  議案第４４号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第５、議案第４４号「平成２５年度江田島市介護保険

（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４４号、「平成２５年度江田

島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）」でございます。 

平成２５年度江田島市の介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第

２号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２００万５，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，１６３万４，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  川地福祉保健部長。 

○福祉保健部長(川地俊二君)  議案第４４号の平成２５年度江田島市介護保険（介

護サービス事業勘定）特別会計補正予算、第２号について説明いたします。 

このたびの補正の主なものは、介護予防サービスの計画作成が見込みより多かった

ことと、平成２５年度の繰越額が確定したことにより、増額補正をお願いするものです。 

初めに歳入です。 

１５２、１５３ページをお願いします。 

第１款サービス収入、第１項介護予防給付費収入、第１目介護予防給付費収入２０

０万円の増額補正。これは要支援１、２の人の予防計画作成件数が見込みより多かった

ため、増額補正をお願いします。 

第４款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金３８万円の増額補正。これは、前年度

繰越金額が、確定したことによる増額補正です。 

第５款諸収入、第１項雑入、第 1 目雑入３７万５，０００円の減額補正。これは、

嘱託介護支援専門員の退職により減額が生じたものです。 

次に歳出です。 

１５４、１５５ページをお開きください。 

第１款事業費、第１項居宅予防支援事業費、第１目居宅予防支援事業費、第１節報

酬１７０万円の減額と、第４節共済費７５万円の減額は、嘱託介護支援専門員が１名退

職したことによる減額補正となっております。 

第２款諸支出金、第２項基金費、第１目介護予防支援事業運営基金費４４５万５，

０００円の増額補正。これは、平成２４年度の決算額の確定や、決算見込みにより増額
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補正をお願いするものです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第６  議案第４５号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第６、議案第４５号「平成２５年度江田島市住宅新築資

金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４５号「平成２５年度江田島

市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

平成２５年度江田島市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１５４万６，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６５４万６，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

内容につきましては、市民生活部長をして説明申し上げます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（山根啓志君）  浜村市民生活部長。 

○市民生活部長(浜村晴司君)  議案第４５号について説明いたします。 
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説明に当たりましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により行います。 

１６０ページ、１６１ページをお開きください。 

初めに歳入ですが、２款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額４５４万６，０

００円。これは、前年度分の繰越金が確定したことによる増額補正です。 

その下ですけども、３款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、補正

額７００万円。これは、決算見込みによる貸付金元利収入の過年度貸付分の増額補正で、

債権回収の強化を図ったことにより、過年度分の貸付償還収入がふえたことによるもの

です。 

以上、歳入予算合計１，１５４万６，０００円の増額補正です。 

次に歳出ですが、次の１６２、１６３ページをお願いいたします。 

歳出、１款住宅新築資金等貸付事業費、１項住宅新築資金等貸付事業費、１目貸付

事業事務費、補正額１，０６５万９，０００円。これは、歳入の増額補正分の一部を一

般会計へ繰り出すため、２８節繰越金を増額補正したものです。 

その下ですけれども、２款公債費、１項公債費、１元金、補正額８８万７，０００

円。これは、貸付者からの繰上げ償還に伴い、市債元金の償還金を増額補正をしており

ます。 

以上、歳出予算合計１，１５４万６，０００円の増額補正です。 

これで、議案第４５号の説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第７  議案第４６号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第７、第４６号「平成２５年度江田島市地域開発事業特

別会計補正予算（第１号）」を、議題とします。 
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この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４６号「平成２５年度江田島

市地域開発事業特別会計補正予算（第１号）」でございます。 

平成２５年度江田島市の地域開発事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，３５０万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，５５０万円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

繰越明許費。 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  それでは、議案第４６号、江田島市地域開発事業特

別会計補正予算（第１号）について説明させていただきます。 

最初に、歳出についてからご説明いたしたいと思います。 

事項別明細書の１７０ページをお開きください。 

１款１項１目地域開発事業費を５，３５０万円減額するものでございます。 

内容は、小用港ウシイシ地区において、今年度から公有水面埋立工事を実施してお

りますが、県が委託工事を行って、本市は、水産振興用地造成にかかる負担金を支払う

ことで、県との工事委託協定を結んでおります。 

今回の補正については、事業費の精査、入札残、工程調整による一部工事を次年度

に行うこととしたことによりまして、当初予算からの執行残額が生じたため、これを減

額するものです。 

また、工事の進捗の遅れにより１，２００万円を次年度に繰り越しを行うこととし

ております。 

これは、３４ページのところに示しております。 

次に、歳入でございます。 

事項別明細書の１６８ページをお開きください。 

２款１項１目一般会計繰入金を５，３５０万円減額するものです。 

先ほど申し上げました歳出の減額に伴いまして、一般会計からの繰入金を同額減額

いたします。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 
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これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  工事のね、遅れじゃいうていうんじゃけど、ただ単に工事

が遅れたいうじゃ私もわからんのんよ。 

具体的にどういうふうに遅れとるけぇどうなるんかいう、大体平成３０年の始めご

ろにまでにあそこがうまいぐあいになるという説明じゃった、去年もこの前もね。 

工事が遅れよるんじゃったらどんどんどんどん遅れたら、３０年代前半が４０年代

ななるかもわからんじゃ。 

莫大な金をじゃね、湯水のごとく使うようなこともいかがなもんかと思うとるんで

すが、どういうふうな工事が遅れよるんかちょっと具体的に言うてください。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  今小用港のですね、埋立工事を行っておりますが、

今年度県との委託契約の中では、元の江田島造船のところの前を埋立工事を行っており

ます。 

市の水産加工用地の場所、それから県の港湾の港の船だまりを合わせて県が工事を

するわけでございますけども、その護岸をつくるに当たりまして、ブロックの製作、そ

れからブロックの据え付け、そしてそのブロックを据えるための基礎工事、そういった

ようなこと、それから、ブロックの裏側にですね、グリ石を斜めに盛り立てるんですけ

ども、その工事を今年度行う予定としておりました。 

そのうち、ブロックを据え付けるための基礎工事の方でですね、少し遅れが出まし

て、その関係で、１番最後にやることとしておりました裏込工の工事ができなくなって

しまいました。 

これが約１，６００万ぐらいあるんですけども、この工事が来年度にやるというこ

とになっております。 

ブロックの据え付け工事、先ほど繰り越しと言いましたのが１，２００万ほどござ

いますけども、これは、ブロックの据え付け工事が、基礎工事の影響によりまして、そ

の上に乗っけるブロックの据え付けが遅れたということでございます。 

その遅れは先ほど申しましたように、据え付け工事の方が１，２００万、それから

裏込工の方が１，６００万ということでございます。 

これの影響につきましては、来年度その裏込工とそれからその背後にさらに土を盛

って、一応土地にしていくというようなことを来年度考えておりますが、一応県と確認

をしまして、来年度の工事の工程調整の中で、それは何とか吸収していくようにしてい

きますというお話をいただいておりますので、全体の工程自体が大きく遅れるようなと

ころまでの影響はないものと考えております。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  私が素人じゃけえね、心配するのはね、今、土木工事が非

常に遅れとるじゃないですか全国的に。 

例えば東北の方にしても、新聞紙上を見るとね、人員が足らんとか資材費が値上が
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りしとるとか、東京オリンピックもある。 

そういうことを含めてね、東北のいろんな復興、復旧工事が遅れとるいう出とる。 

それが全部全国的に波及するんじゃないか思うんじゃけど、資材費の値上がりとか

ね、人件費の値上がりで、予算規模がだんだんだんだん膨らんでいく可能性があるんじ

ゃないか、そこを心配しよんです。 

その辺は、あなたどういうふうに予測しとるんか、参考までにちょっと。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  確かにですね、今、建設工事にかかわります工事入

札の単価といいますか、労務費、それから、建材の材料、こういったようなものは高騰

いたしております。 

もともと過去からの公共工事の執行がですね、昔多かったものがだんだん公共工事

に絞られてくる中で、それの請け負うための業者の数が、昔に比べると相当数減ってき

ていると。 

その影響で、労務の確保も難しいということで、影響が出てきていると思います。 

全国的なことでいいますと、東北震災とか、あとは２０２０年の東京オリンピック

へ向けてのですね、影響は、ちょっと避けられないところもあろうと思います。 

それを具体的にどの程度見込むというか、ここの工事の影響で出てくるのかという

ところは、ちょっと定量的な数字を申し上げるだけの資料を持っておりませんし、どの

程度、影響が出てくるのかと、影響がないことはないと思います。 

そこはちょっと今のところでは、私もちょっとわからないところではございますが、

なるべくですね、工事全体の遅れはないようにして、その影響を最小限にとどめたいと

いうふうには考えております。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  小用地区の小用開発ですか、これは、かなり時間もたった

時間というか始まってから時間もたっとるし、お金も莫大かかっとるわけなんですよね。 

だから、これ以上のね、やっぱりこの予算が膨らむことのないようなやってもらい

たい。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第８  議案第４７号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第８、議案第４７号「平成２５年度江田島市宿泊施設事

業特別会計補正予算（第３号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４７号「平成２５年度江田島

市宿泊施設事業特別会計補正予算（第３号）」でございます。 

平成２５年度江田島市の宿泊施設事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

債務負担行為の補正。 

第１条 債務負担行為の追加は、「第１表債務負担補正」による。 

内容につきましては、産業部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  沼田産業部長。 

○産業部長（沼田英士君）  それでは、議案第４７号、平成２５年度江田島市宿泊施

設事業特別会計補正予算（第３号）について説明いたします。 

歳入歳出補正予算事項別明細書により説明させていただきます。 

１７３ページをお開きください。 

国民宿舎能美海上ロッジ、シーサイド温泉のうみ、サンビーチおきみ、この３施設

を指定管理委託していますけども、平成２６年４月１日から消費税が５％から８％に増

税されることに伴い、債務負担行為の追加補正が必要となりました。 

限度額は、８５万８，０００円でございます。 

当該年度以降の支出予定額として、期間は平成２６年度から平成２８年度まで、金

額は８５万８，０００円でございます。その財源内訳は、一般財源でございます。 

以上で議案第４７号の説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第９  議案第４８号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第９、議案第４８号「平成２５年度江田島市下水道事業

会計補正予算（第３号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４８号「平成２５年度江田島

市下水道事業会計補正予算（第３号）」でございます。 

内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  議案第４８号、下水道事業会計補正予算（第３号）

についてご説明いたします。 

このたびの補正は、今年度の事業の精算見込みによる事業費の減額と、それに伴う

財源の減額補正を行うものです。 

下水道事業会計補正予算書の１ページをごらんください。 

第１条 平成２５年度江田島市下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

第２条 平成２５年度江田島市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条

に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正するものです。 

収入について、第１款下水道事業収益の第１項営業収益を１，５６４万５，０００

円の減額補正。 

第２項営業外収益を３，６５１万２，０００円の減額補正を行いまして、第１款下

水道事業収益の補正後合計額を８億４，３７５万２，０００円とするものです。 

支出について、第１款下水道事業費用の第１項営業費用を５，１６２万８，０００

円の減額補正を行いまして、第１款下水道事業費用の補正後合計額を８億４，２０９万

９，０００円とするものです。 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するも

のです。 
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収入について、第１款資本的収入の第１項企業債を、２１０万円の増額。 

第２項出資金を７１６万５，０００円の減額。 

第４項負担金を３００万円の増額補正を行い、第１款資本的収入の補正後合計額を

３億４，９８０万７，０００円とするものです。 

支出について、第１款資本的支出の第１項建設改良費を１，０９５万円の減額補正

を行い、第１款資本的支出合計額を６億７，７７８万６，０００円とするものです。 

これに伴い、第３条本文にあるように、予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額３億３，６８６万４，０００円を３億２，７９７万９００

０円に減額し、当年度分損益勘定留保資金２億５，４３９万６，０００円を２億４，５

５１万１０００円に補正をいたします。 

第４条 予算第５条に定めた企業債の限度額を、第３条に示すとおり、２１０万円

の増額補正を行いまして７，２９０万円に改めます。 

第５条 予算第７条に定めた職員給与費を３０万円の増額補正を行いまして、１億

飛んで６，０００円に改めます。 

２ページをお開きください。 

第６条 予算第８条に定めた一般会計補助金を３，３４６万４，０００円の減額補

正を行いまして、１億２００万９，０００円に改めます。 

補正の内容についてですが、３ページの実施計画をごらんください。 

収益的収入及び支出の表で、まず、下段の支出についてでございます。 

下水道事業費用の１項営業費用、管きょ費及び処理場費については、工事請負費、

委託費などの執行見込みによる減額などによるものです。 

その下、普及促進費については、受益者分担金前納報償金の増額によるもの、総係

費については、委託料等の執行に見込みによる減額でございます。 

上段の収入に移りまして、下水道事業収益の一般会計負担金、一般会計補助金、消

費税還付金については、先ほどの支出の減に伴う減額を行っております。 

次のページに移りまして、資本的収入及び支出でございます。 

同様に支出の方でございますが、資本的支出の建設改良費については、工事請負費

委託料などの執行見込みによる減額でございます。 

上段の収入について、１項企業債、２項一般会計出資金及び４項負担金のうち、一

般会計負担金過疎分ですが、これについては、過疎債分ですが、工事費の減に伴いまし

て、起債借入充当率などを負担割合の見直しを行って、一般会計出資金負担金を減額し、

企業債を増額する調整を行っております。 

４項負担金の受益者負担金、受益者分担金については、収入見込みによる増額を行

っております。 

次に６ページをごらんください。 

職員給与費の明細書を載せております。 

下の表で時間外勤務手当について、今後の見込み額を考慮した増額を行っておりま

す。 

資金計画については５ページに、費用別内訳は７ページ、８ページに記載してある
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とおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０  「市長施政方針」 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１０、「市長施政方針」を行います。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  平成２６年度江田島市当初予算の提出に際しまして、私の施

政方針を述べさせていただきます。 

初めに、昨年は、７月に執行されました参議院議員選挙の結果、衆・参のねじれが

解消され、その後、いわゆる「アベノミクス」が加速をされたことにより、我が国全体

としては、デフレ脱却による景気回復の兆しが少しずつですが見え始めた年でした。 

ことし１月に出された国の経済見通しによると、平成２６年度においても４月の消

費税率引き上げに伴う景気の下振れリスクはあるものの、年度を通して見れば顕著な内

需に支えられた景気回復が見込まれており、平成２６年度の国内総生産の実質成長率は

１．４％、名目成長率は３．３％と予想されています。 

政府においては、景気回復に向けた動きを持続的な経済成長につなげていくため、

昨年６月に閣議決定された「日本再興戦略」を強力に推進することで、日本経済の成長

力の強化を目指すとしています。また、消費税率の引き上げによる景気の下振れリスク

に対応するため、５．５兆円規模の補正予算を編成するなど、デフレ脱却・経済再生を

目指す施策が矢継ぎ早に打ち出されています。 

一方、県においても、来年度の県政運営の基本方針においては、「『県民主体』で、

成果を『実感』できる県政運営」をスローガンに、成長への好循環に道筋をつけていく
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年にしなければならないとの意気込みが語られています。 

このように、国や県においては、デフレ脱却・経済再生に向けた新たな方針・施策

が次々と示されており、本市においても、地域の活性化に向けて、これまで以上にスピ

ード感を持った施策の展開が求められていると感じているところでございます。 

こうした中、平成２６年度予算は、市長再任後２回目の予算であるとともに、平成

１６年１１月の合併・市制施行から１０年目の節目の年の予算になります。 

「第２次江田島市総合計画」の基本構想におきまして、１０年後の目指すべき姿と

して「交流と協働で創りだす『恵み多き島』えたじま」を打ち出しているところであり、

次の１０年に向けた基本計画・実施計画の策定を進めてまいります。 

来年度におきましては、次期総合計画に向けた施策との連動を念頭に置きながらも、

私の２期目のスローガンであります「交流・創造・実感」を基本に、引き続き、市民の

皆様に、恵み多き島に暮らすことを「実感」していただくことを目標とした市政を推進

してまいりたいと考えております。 

予算編成方針。 

平成２６年度の当初予算の編成に当たりましては、合併後の１０年を振り返り、事

業の評価や課題を洗い出し、本市の将来の目指すべき姿を認識した上で、「交流・創

造・実感」を重点施策のテーマと位置づけ、市の活性化と市民が安心して暮らせるため

の施策の充実を図りました。また今後の財政状況を踏まえ、「行財政改革の着実な推

進」についても引き続き取り組んでまいります。 

それではまず、重点施策であります「交流・創造・実感」についてでございます。 

「交流」につきましては、本市への定住を促進するため、定住希望者にターゲット

を絞った「空き家見学ツアー事業」や、多文化共生社会の実現に向けて、外国人市民と

の交流イベント等を実施する「外国人市民交流事業」、国民宿舎能美海上ロッジの今後

の整備方針について検討するための「国民宿舎能美海上ロッジ整備方針検討事業」など

を盛り込んだところであり、市の活性化につながる新たな活力を生み出すための取り組

みを進めてまいります。 

次に、「創造」につきましては、オリーブの栽培振興を推進するための「オリーブ振

興推進補助事業」や、新規就農就労の研修修了後の研修生の就労を支援するための「新

規就農者フォローアップ事業」、本市の特産である、カキの高品質化・生産拡大を図る

ための「品質管理モデル施設整備事業」、カキ殻の有効利用システムの構築を進めるた

めの「広域カキ殻処理対策事業」などを盛り込んだほか、企業立地の促進に向け、「企

業立地奨励事業」の拡充なども図っているところであります。こうした取り組みを通じ

て地域の産業振興に努めてまいります。 

また、情報活用能力など社会の変化に対応するための児童生徒の力を育む「ＩＣＴ

教育推進事業」や、里海を教育資源として活用した自然体験環境学習の拠点のさとうみ

科学館の環境整備、市内唯一の高等学校である大柿高校の存続に向けた通学支援補助の

創設などにより、地域の将来を支える人材の育成についても取り組んでまいります。 

さらに、「実感」につきましては、生活習慣病を予防するため、生活習慣病健診・特

定健康診査の自己負担の無料化にかかる予算を計上したほか、ドクターヘリの円滑な運
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用を図るための「簡易ヘリポート整備事業」などを新たに盛り込んでいます。引き続き、

暮らしの中での安全・安心を守るという観点からの施策を推進してまいります。 

また、一般廃棄物の新最終処分場の整備に向けた「新最終処分場施設整備基本計画

策定事業」や、里山林の多面的機能を将来にわたって維持発揮し、森林資源を保全する

ための「ひろしまの森づくり事業（陀峯山地区）」など、環境に優しい島の実現に向け

た取り組みも進めてまいります。 

続いて、「行財政改革の着実な推進」についてです。 

これまでも、強固な行財政運営を確立するため、「総合計画・実施計画」、「第２次行

財政改革実施計画」との相互連携により、「財政計画」における財政健全化方策を進め

てきたところでございます。 

しかしながら、平成２７年度から始まる普通交付税の合併特例加算分の段階的な減

少により、将来的には財源不足が生じることが見込まれており、引き続き、厳格なる財

政健全化をする強力に進める必要があります。 

このため、施策・事業の点検、検証、見直しを十分に行い、経費の削減を図るとと

もに、市民の視点に立って最も効率的かつ効果的な施策や事業への重点化を継続してま

いります。 

さらに、公共施設のあり方に関する第１次基本方針に基づく集会所や公民館などの

公共施設の再編整備などにより、新たな財源の確保にも取り組んでまいります。 

今回の予算は、限られた財源の中で、「選択と集中」を徹底しながらも、重点施策の

「交流・創造・実感」につなげることを目指した予算であります。特に、地域の産業振

興については、経済再生に向けた、国の施策の動向を踏まえながら検討を重ねたところ

であり、そうした意味では、今回の予算は、『元気な江田島市を取り戻す予算』と言い

かえることができるのではないかと考えております。 

平成２６年度当初予算の概要を申し上げます。 

平成２６年度の当初予算は、一般会計が前年度と比べ９億７，２００万円、６．

４％減の１４２億９，８００万円となりました。 

また、特別会計は８会計で、前年度並みの８３億５００万円、企業会計は３会計で、

前年度比７．１％増の３６億７，１００万円となりました。 

企業会計を含む総予算規模は、２６２億７，４００万円で、前年度比２．７％の減

でございます。 

一般会計の内容を歳入から見ますと、市税では、納税義務者数の減少や個人所得の

低迷による個人市民税の減少、地価の下落による固定資産税の減少などにより、前年度

に比べ９，０００万円の減、３．３％減、地方交付税は、近年の地方交付税確定額など

を勘案し、前年度に比べ７，０００万円の増、１．０％増を見込んでおります。 

国庫支出金は、能美中学校新築事業の完了による学校施設環境改善交付金の減少な

どにより２億３，２００万円の減、１７．４％減、県支出金は、障害者自立支援給付費

負担金や農林水産業費補助金の増加などにより７００万円の増、０．８％増となってお

ります。 

市債は、能美中学校新築事業の完了などにより建設事業債が減少し、一般会計債が
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前年度に比べ７億７，１００万円の減、６１．５％減となっております。 

なお、歳入不足分については、前年度と同様、基金の取り崩しを行っており、今回

の予算では、財政調整基金から９，４００万円の取り崩しを見込んでおります。 

一般会計におけるプライマリーバランスは黒字で、平成２６年度末の市債残高は、

平成２５年度末に比べ９億４，８００万円減少する見込みです。 

歳出におきましては、義務的経費は、障害者福祉費などの増で扶助費は増加し、市

債元金償還金の増により公債費は増加したものの、職員数の減少による人件費の減少に

より、全体で１億８，７００万円の減、２．５％減となりました。 

投資的経費については、能美中学校新築事業の完了に伴い、補助事業が、８億４０

０万円の減、８０．２％減、単独事業が２，５００万円の減、２．９％減、畑総整備事

業県営負担金などの減少により県営事業負担金が５，５００万円の減、２７．１％減で、

全体で８億６，３００万円の減、４０．２％減となっております。 

補助費等については、広域カキ殻処理対策事業補助金やその他の事業費補助、交通

船事業会計への繰り出し（補助）の増加などにより、９００万円の増、０．４％の増で

ございます。 

繰出金については、国民健康保険特別会計や地域開発事業特別会計への繰り出しの

減少などにより４，１００万円の減、３．６％減となっております。 

次に主要プロジェクト、それでは、平成２６年度の主な事業について、総合計画に

掲げる７つのプロジェクトごとに新規・拡充事業を中心に説明いたします。 

１「交流と定住のまちづくりプロジェクト」 

市内への定住希望者にターゲットを絞って、住居や就職、定住支援についての相談

にも対応する空き家案内・見学ツアーを実施し、本市への定住の促進を図ります。 

事業名は、空き家見学ツアー事業。 

開業から４６年が経過し、老朽化が激しい国民宿舎能美海上ロッジについて、検討

委員会を立ち上げ、今後の整備方針等について検討を開始します。 

事業名、国民宿舎能美海上ロッジ整備方針検討事業。 

耕作放棄地を借り上げ、市民が農業に親しむことのできる農園を整備・提供するこ

とで、市民に農業に親しんでもらうとともに、遊休荒廃農地の解消を図ります。 

事業名、交流農園整備モデル事業。 

２「学びと子育て充実プロジェクト」 

市内の小中学校に、指導者・学習者の両面からの活用が可能な情報タブレット端末

を導入し、実践・研究を通じて、情報活用能力など社会の変化に対応するための児童生

徒の力をはぐくみます。 

事業名、ＩＣＴ教育推進事業。 

県内外からの利用者がふえているさとうみ科学館の駐車場等の整備を行い、里海を

教育資源として活用した自然体験環境学習の拠点としての充実・強化を図ります。 

事業名、さとうみ科学館整備事業。 

平成２７年度からの学校給食共同調理場の再編に向けた準備を進めるとともに、大

柿共同調理場については、保育園専用の給食センターとして児童の成長に応じた給食を
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提供するための整備を進めます。 

事業名、学校給食共同調理場再編事業、保育園給食センター設置準備事業。 

市内唯一の高等学校である大柿高校の存続に向けて、教育環境の充実を図る観点か

ら、通学支援のための路線バス定期代への補助を行います。 

事業名、大柿高校活性化事業。 

３「３Ｆを生かした元気づくりプロジェクト」 

荒廃農地を整備し、オリーブ栽培に取り組む者に対して、整地や土壌改良に係る経

費を補助し、新たな特産品としてのオリーブの栽培の振興を図ります。 

事業名、オリーブ振興推進補助事業。 

新規就農研修終了後の研修生を対象に新たな農業用ビニールハウスの新設に係る費

用の一部を補助する制度を新設し、研修生の新規就農を支援します。 

事業名、新規就農者フォローアップ事業。 

広島かき協議会の品質管理マニュアルに基づき、漁協等がモデル的に取り組むカキ

の品質向上に向けた海水用フレーク製氷機及びろ過機の整備を助成し、高品質カキの生

産拡大を図ります。 

事業名、品質管理モデル施設整備事業。 

広島県かき殻利用対策協議会が実施するカキ殻残渣利用の検討及びカキ殻一時堆積

場の整備に係る取り組みを支援し、カキ殻の有効利用システムの構築を進めます。 

事業名、広域かき殻処理対策事業。 

漁船漁業者が海底から回収した瓶缶、ペットボトルなどの海底ゴミの処分に係る経

費を助成し、漁場環境環境の維持・修復に取り組みます。 

事業名、海底ゴミ回収事業。 

企業立地奨励事業について、新規雇用奨励金の額を上げるなど、本市への立地の魅

力を高めることで、企業の進出を促進します。 

事業名、企業立地奨励金事業。 

４「交通と事業の基盤づくりプロジェクト」 

引き続き、江南交差点改良事業をはじめ、国道・県道・市道の計画的な道路整備を

行うとともに、小用港ウシイシ地区など港湾の計画的な整備・充実に取り組みます。 

事業名、道路改良事業、港湾建設事業。 

平成２５年度から整備を開始した超高速ブロードバンド（光回線）については、３

月から一部地域でサービスの提供が開始されますが、８月の全地域でのサービス提供を

目指し整備を進めてまいります。 

事業名、情報通信基盤整備事業。 

５「健康長寿とふれあいのまちづくりプロジェクト」 

本市における死因や医療費の上位を占める生活習慣病を予防するため、健診及び特

定健診に係る自己負担金を無料化し、健診を受診しやすい環境を整備します。 

事業名、生活習慣病健診自己負担無料化、特定健康診査の自己負担無料化。 

がん検診推進事業については、平成２６年度から国庫補助の対象外となりますが、

がん検診の受診率向上による早期発見・早期治療につなげるため、引き続き、単市事業
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として無料クーポン券の交付を継続します。 

事業名、がん検診推進事業（無料クーポン券交付事業） 

６「安全安心と環境共生の島づくりプロジェクト」 

ドクターヘリの円滑な運用を図るため、新規簡易ヘリポート６カ所と既存ヘリポー

ト適地４カ所を整備し、いち早く高度な治療を受けられる体制を整えることにより、救

命率の向上や後遺症の軽減を図ります。 

事業名、簡易ヘリポート整備事業。 

現在使用している一般廃棄物最終処分場の残容量が残り１０年となっていることか

ら、新最終処分場の整備に向けた計画の策定に着手します。 

事業名、新最終処分場施設整備基本計画策定事業。 

里山林の多面的機能を将来にわたって維持発揮し、森林資源を保全するため、陀峯

山のふもとの３地区の住民による協同組織を立ち上げ、ひろしまの森づくり事業を活用

して山頂周辺の整備を行います。 

事業名、ひろしまの森づくり事業。（陀峯山地区） 

市内の木造住宅の耐震改修工事費の一部を助成し、地震による建物の倒壊を未然に

防ぎ、市民の暮らしの安心・安全の確保と住環境の改善を図ります。 

事業名、木造住宅耐震改修補助事業。 

７「みんなで支え合う協働のまちづくりプロジェクト」 

本年１１月に合併・市制施行１０周年を迎えるにあたり、記念の年を市民と一緒に

祝い、市民の一体感を高めるため、記念式典のほか、記念植樹や市民コンサートなどの

各種記念行事を開催します。 

事業名、市政施行１０周年記念事業。 

外国人市民と日本人市民が文化の違いを認め合い、共に生きていける多文化共生社

会の実現に向け、外国人市民との交流イベント等を実施します。 

事業名、外国人市民交流事業。 

最後に企業会計についてでございます。 

交通船事業については、江田島市公共交通協議会における議論を踏まえ、西能美航

路再々編の方針を早急に決定して進めてまいります。 

さらに、航路経営についても、ダイヤの改正を行うなど、経営の合理化に努めてま

いります。 

事業名、交通船事業。 

水道事業については、安全でおいしい水の安定供給に努めるとともに、老朽管更新

事業を推進し、市民生活の向上に努めてまいります。 

事業名、水道事業。 

下水道事業については、持続的・効率的な下水道整備と維持管理に努めるとともに、

健全経営を目指してまいります。 

事業名、下水道事業。 

このほか、東日本大震災の被災地支援につきましては、気仙沼市への職員派遣を継

続するなど、引き続き取り組んでいくこととしております。 
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今回の新規、拡充事業の内容につきましては、事業ごとに資料を作成したものを最

後に添付しております。 

以上が、江田島市の平成２６年度当初予算の概要でございます。 

慎重かつ十分なご審議をいただき、適切なご判断をお願いいたします。 

これで、私の施政方針を終わります。 

○議長（山根啓志君）  これで、「市長施政方針」を終わります。 

 

日程第１１ 議案第１号～日程第２２ 議案第１２号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１１、議案第１号「平成２６年度江田島市一般会計予

算」から日程第２２、議案第１２号「平成２６年度江田島市水道事業会計予算」までの

１２議案を一括議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま一括上程されました議案第１号から議案第１２号ま

での、平成２６年度各会計の当初予算案について御説明いたします。 

まず、議案第１号「平成２６年度江田島市一般会計予算」でございます。 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４２億９，８００万円と定めるものでご

ざいます。 

先ほど私が施政方針で述べましたものが、この一般会計の当初予算の中に網羅され

ております。 

私が市長として、再任後２回目の予算編成でありますとともに、合併・市政施行か

ら１０年目の節目の年の予算でございます。 

予算編成に当たりましては、合併後の１０年を振り返りまして、事業の評価や課題

を洗い出し、本市の将来の目指すべき姿を認識した上で、「交流・創造・実感」を重点

施策のテーマと位置づけ、市の活性化と市民が安心して暮らせるための施策の充実を図

るとともに、今後の財政状況を踏まえ、引き続き、行財政改革の着実な推進に取り組ん

でまいるよう重点方針を定めて編成いたしました。 

内容は前年度当初予算と比べ、６．４％の減額となっており、限られた財源の中で、

選択と集中を徹底しながらも、重点施策の「交流・創造・実感」につなげることを目指

した予算であります。 

特に地域の産業振興については、経済再生に向けた国の施策動向も踏まえながら、

検討を重ねたところであり、言いかえれば、元気な江田島市を取り戻す予算と考えてお

り、これを目標に市民と協働による市政を推進してまいります。 

以下、議案第２号から議案第９号まで、平成２６年度江田島市国民健康保険特別会

計予算をはじめとする８つの特別会計予算、議案第１０号から議案第１２号までは、

「平成２６年度江田島市下水道事業会計予算」をはじめとする、３つの企業会計予算の

提案でございます。 

内容につきましては、これから慎重かつ十分な御審議をいただくとともに、何とぞ
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適正なる御判断、御議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

お諮りします。 

ただいま、一括議題といたしました、議案第１号「平成２６年度江田島市一般会計

予算」から議案第１２号「平成２６年度江田島市水道事業会計予算」までの１２議案に

ついては、全議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、各常任委員会の所管事項別

に各分科会へ分割付託し、休会中の審査とすることにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本１２議案は、全議員で構成する予算審議特別委員会を設置し、これに付

託して休会中の審査とすることに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました予算審査特別委員会の正副委員長の選任については、いか

がいたしましょうか。 

（「議長一任」の声あり） 

議長一任とのことですが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

それでは、議長において、委員長に野﨑剛睦議員、副委員長に胡子雅信議員を指名

いたします。 

 

散 会 

 

○議長（山根啓志君）  以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

本日はこれにて散会します。 

なお、明日２月２７日から３月１１日までの１３日間は、予算審査等のため休会と

し、次回は、３月１２日に開会いたしますので、午前１０時に御参集願います。 

（散会 １２時４２分） 


